立命館大学大学院　国際関係研究科
2011年度大学院特別育英奨学金　募集要項（春期募集）
はじめに

大学院特別育英奨学金は、第３・４セメスター（在学セメスターのみカウントし、休学した期間は在学セメスターに含まない。以下同様）に相当する期間の奨学金であり、申請に基づき、選考を行ったうえで給付を決定します。これは、学業において優れた成果を修めた者に対する育英的な奨学金給付の趣旨を明確にして、入学後の学修への取り組みを積極的に奨励することを目的としたものです。
募集要項は下記のとおりですので、奨学金支給を希望する人は募集要項にもとづき申請を行ってください。
※入学時に給付する奨学金（従来どおり「大学院特別奨励奨学金」と呼ぶ）と区別するため、第３・４セメスター（在学セメスターのみカウント）に相当する期間に給付する奨学金については、「大学院特別育英奨学金」と呼称します。

１．奨学金の種類・金額と給付枠
	奨学金
	金額
	給付枠

	S給付
	80万円
	在学者の成績上位若干名
（採用がない場合もあります。）

	A給付
	60万円
	在学者の成績上位15％以内

	B給付
	24万円
	在学者の成績上位40％

（ただし、S・A・Bの採用者を合わせた給付枠）


２．申請資格
（１）全種類の奨学金について、2004年4月以降に入学し、2011年4月1日現在で、本学大学院博士課程前期（修士）課程または一貫制博士課程の第３セメスター（在学セメスターのみカウント）に在学する者全員（社会人入試による入学者、国費留学生など学外資金による留学生ならびに外国の大学との協定にもとづく留学生を除く）が申請資格を有する。

（２）ただし、S給付については、（１）に加えて以下に該当することが条件となる。

前期課程に在学する者で、引き続き本学の後期課程への進学を強く希望している者。

（３）2010年度前期休学者は申請資格をもたない。
　【今回の募集で申請資格をもたない者について】

　　　以下に該当する者は、今回の募集での申請資格はありません。
　　　 ・2009年9月入学者で、2011年度前期学期が在学第４セメスターに該当する者
・2010年4月以降の入学者で、休学期間をはさむことにより、2011年度前期学期が入学後の第３セメスターに当たらない者
また、2003年度以前に入学した者については、2004年度までの奨学金制度（原則2年間の給付）の適用を受けますので、申請資格はありません。

＊申請にあたっての注意事項

　　本奨学金は学外の奨学金との併給は妨げないが、学外奨学金の応募条件に他奨学金と

の併給禁止の定めがないか確認のうえ、申請すること。

３．給付期間

第３・４セメスター（在学セメスターのみカウント）に相当する期間の1年間。
４．申請方法

（1） 期間

　　2011年4月15日（金）～4月22日（金）＜午後5時締め切り＞

（２）提出書類等

①所定の申請書

②研究経過の概要
③博士課程後期課程進学希望書・研究指導教員の所見

※S給付希望者で、上記２．申請資格（２）に該当する場合のみ提出

④第2セメスター（在学セメスターのみカウント）終了時までの成績通知表のコピー

（３）提出先

　　国際関係学部事務室

（４）その他

　　奨学金の種類を指定して申請することはできない。選考の結果、採用（S・A・Bのいずれか）もしくは不採用を決定する。

５．選考方法について

書類選考とし、必要に応じて面接も課す。

６．選考基準について

選考は、下記基準による総合評価で行う。
　　①ＧＰＡ

　　②修得単位数

　　③「Ｍ１論文」成績評価

　　　（インターンシップや海外留学で提出できない場合は考慮します）

　　④インターンシップ・海外留学参加状況

　　⑤英語による専門科目の履修科目数および成績評価

　　※特別奨励奨学金（Ｍ１対象）の受給実績は考慮しない。

７．選考結果の発表
　　選考結果は6月中旬ごろ、国際関係研究科掲示板にて行う。なお、その際には、採用者の学生証番号を公表する。
８．給付方法
　　奨学金採用者には、所定の給付手続き完了後、本人名義の銀行口座へ奨学金を在学セメスター毎に半額ずつ振り込む（７月中旬および12月を予定。なお、納入すべき学費に充当する方法はとらないので、留意のこと）。
９．奨学金の返還について

　　奨学生として相応しくないと認められる事由が生じたときには、奨学金の返還を求めることがある。詳細は、給付手続き時に周知する。　　　　　　　　　　　　　　
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